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■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６・１１７
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国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）
が中止となる方はご注意ください
国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）
が中止となる方はご注意ください

世帯主と国民健康保険（国保）加入者全員が６５歳～７４歳の世帯の方は、原則、国民健康保険税を特別徴収
（年金からの天引き）により納付していただいております。
しかし、介護保険料と国保税を合わせた額が対象年金額の２分の１以上となる場合は特別徴収は中止され、
年度の途中に特別徴収から普通徴収へ変更となります。
普通徴収へ変更となる方のうち、国保税の口座振替の登録がされていない方には７月中旬に６回分の納付
書を送付しております。納付書が届いた方については自動で国保税を徴収されなくなるため、納め忘れに
ご注意ください。

▲

年度の途中で特別徴収から普通徴収に変更となる方

▲

４・６・８月に年金天引きにより納付いただいた後、１０月からの特別徴収は中止となり、９月から翌年の
２月までに納付書または口座振替により納付いただきます。

普通徴収 ― ―

特別徴収

４月 ２月１月１０月９月８月７月６月５月 １２月１１月

― ― ―

国保税の納付は、納め忘れることがなく、窓口に納めに行かなくてもすむ口座振替がおす
すめです。新規にご登録する場合は、預金通帳や通帳届出印、国保税の納付書を持参し、
指定の金融機関または役場収納課にてお申込みください。

■問合せ　住民課☎０２９－８８５－０３４０（内）１０８

過去に作成していただいて、まだ、お受取りいただいていないマイナンバーカードは、役場住民課に
て保管しております。
はがきに記載の受取期限が過ぎてしまった場合でも、交付を受けることが可能です。また、仕事等で
平日に来庁できない方には、毎月第２日曜日に予約制で交付を行っております。詳しくは住民課まで
お問い合わせください。
※マイナポイントの申請には期限があります。お早めにお受取ください。

マイナンバーカード

お受取り、忘れていませんか？

■問合せ　住民課☎０２９－８８５－０３４０（内）１０８

過去に作成していただいて、まだ、お受取りいただいていないマイナンバーカードは、役場住民課に
て保管しております。
はがきに記載の受取期限が過ぎてしまった場合でも、交付を受けることが可能です。また、仕事等で
平日に来庁できない方には、毎月第２日曜日に予約制で交付を行っております。詳しくは住民課まで
お問い合わせください。
※マイナポイントの申請には期限があります。お早めにお受取ください。 １０月３日（月）▽対象者の方には、１カ月前に通知を　郵送いたします。

▽新型コロナウイルス感染防止のため、
　日程が変更になる場合があります。１０月２４日（月）

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

中学３年生までのお子さん

高齢者の方

健やかづくり
For your healthy life

■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９


